
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 子育て・親育ち支援の充実 
 子どもたちの健やかな成長のためには、保護者自身が子育てに自信と喜びを感じ、ゆと

りをもって子育てができることが求められます。 

乳幼児期からの親子の愛着関係の形成や家族との触れ合いを通して、子どもたちの豊か

な情操、命や自分自身を大切にする心や思いやりの心、社会性や基本的生活習慣などが育

まれます。家庭教育は、子どもたちの自己肯定感や人格形成において大きな役割を担って

おり、保護者と共に子どもの育ちを支えていく取組を推進していく必要があります。 

 「親と子の育ちの場」としての幼稚園・認定こども園・保育所等の機能や特性を生かし、

地域の関係機関が連携して、家庭教育を支える子育て支援体制の充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

＊保育参加…参観するだけでなく、子どもをより理解するために、保護者が保育に主体的に参加すること。 

 

目標① 多様な場を活用した交流機会の提供 

 保護者同士がつながりをもち、心にゆとりをもって子育てができるよう、保護者同

士の交流を深める支援に努めます。 

 

【県・県教育委員会】 

○保護者同士の仲間づくりの支援 

・「とっとり子育て親育ちプログラム」活用の推進(ファシリテータ派遣等) 

○子育て支援や交流活動等の情報提供 

 

【市町村・設置者】 

○教員・保育士等を対象とした保護者同士の仲間づくりのための研修を実施しましょう。 

○保護者の交流の場や機会・情報を提供しましょう。 

○保護者の自主的活動、サークル活動等への支援をしましょう。 

【幼稚園・保育所・認定こども園等】 

○保育参観や保育参加（＊）の機会を提供しましょう。 

○空いた保育室や園舎、園庭等を開放しましょう。 

○保護者同士の交流の場を設けたり情報を提供したりしましょう。 

○自主的活動を支援し、保護者の力が発揮できる場をつくりましょう。 

○小学校と園の保護者がつながるための取組を進めましょう。 

【小学校等】 

○小学校と地域や園の保護者同士がつながる機会を提供していきましょう。 

 

家庭教育を支える 

 

子
育
て
・ 

親
育
ち
支
援
の
充
実 

基本方針（１）「親と子の育ちの場」の充実 

親と子の育ち研修体制の整備 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のた

めに必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図

るよう努めるものとする。（第 10条１項） 

就学を境に、参

加者の減少や固

定化が課題とな

っています。こう

した課題を捉え、

どの園・校種にお

いても保護者同

士がつながる機

会を意識的にも

つ工夫がなされ

ています。 

「鳥取県PTA調査」 

（H26鳥取県教育委員会小中学校課） 

教育基本法 

問合わせ先 

鳥取県教育委員会小中学校課 

https://www.pref.tottori.lg.jp/facili/ 

保護者同士の仲間づくりを応援します 

本プログラムは参加型の研修です。子育てや家庭教育に

ついて学んだり語り合ったりする中で、子育てについて振

り返ると共に、保護者自身の自己肯定感を高める機会とし

てご活用ください。なお、本プログラムを活用した研修に

は、ファシリテータを無料で派遣します。 

とっとり子育て親育ちプログラム 施 策 

小学校と園の保護者がつながる取組 

各園や小学校、市町村による幼保小の保

護者の合同研修会や保護者交流会が行われ

ています。 
 

就学に向けての話など、子育てについて

気軽に相談したり語り合ったりできるよう

な場を提供し、保護者の仲間づくりの取組

を推進しましょう。 

 POINT 

 

親子の憩いの場の提供を通して親同士の

つながりをつくるなど、保護者を支える市町

村の取組が進められています。 

市町村による育カフェの取組 

オープンスクールにおいて、 

園と小学校の保護者が語る会 

 

園と小学校の 

保護者合同研修

会 

 

園と小学校の 

親子対象 

クッキング教室 

９月発行版に差替予定 



 

  

 

 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標② 保護者の育ちを応援する学びの機会の充実 

 保護者が家庭教育の重要性について理解を深め、自信と喜びを感じながら子育てが

できるよう、保護者の学習機会の充実に努めます。 

【県・県教育委員会】 

○家庭教育の重要性の発信 

・とっとりふれあい家庭教育「子どもと向き合う４つのポイント」を中心とした啓発活動  

・子育て支援に関する情報の提供と研修の充実 

・家庭教育アドバイザーの保護者会等への派遣 

・担当指導主事等の保護者研修会等への派遣 

○読書活動の推進 

・親子読書の推進  ・子ども読書アドバイザーの派遣 

○中高生の保育体験の推進  

 

【市町村・設置者】 

○家庭教育に関する研修会を実施しましょう。 

 ・子育ての基本的な知識や技能、親の役割や責任を学ぶ場の提供 

○家庭教育に関する学習機会や子育て支援に関する情報を提供しましょう。 

○中高生に保育体験の場を提供しましょう。 

 

【幼稚園・認定こども園・保育所等】 

○家庭教育に関する保護者研修会を実施しましょう。 

・乳幼児の心と体の発達の理解 ・親としての関わり方･役割 など 

○園の経営方針や取組について積極的に伝えていきましょう。 

○保育参観や保育参加の機会を提供しましょう。    

○保護者が気軽に相談できる雰囲気を作り、積極的にアプローチしましょう。 

○家庭教育、子育て支援や学習機会に関する情報を提供しましょう。 

○親子読書の機会を設けましょう。  

・絵本の貸し出し ・親子読み聞かせ体験 ・絵本の紹介 など 

○親子の触れ合いをすすめましょう。 

○子育てを楽しむ保護者の声を積極的に伝えましょう。 

 

【小学校等】 

○就学児の保護者に向けて小学校の生活や学習について説明する機会をつくりましょう。 

 

 

基本方針（１）「親と子の育ちの場」の充実 

親と子の育ち研修体制の整備 
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研修への参加を通して、家庭教育の重要性に気付いたり、保護者同士で悩みを共有し安心感をもったりすることが

できたと、参加者が実感していることが分かります。また、ほめ方・叱り方、しつけ、コミュニケーションの仕方と

いった、子どもとの関わり方について知りたいと考えている保護者が多いことが分かります。 

「家庭教育の総合的推進に関する調査研究」（H28 文科省委託調査） 

 

問合わせ先 鳥取県教育委員会 社会教育課  

 https://www.pref.tottori.lg.jp/171039.htm 
 

読書は、「こころ」と「ことば」を育みます。また、読書の楽しさを共有した大人とは愛着関

係が深まるといわれています。読み聞かせ等、親子で本を楽しむことを推奨していきましょう。 

県では、子どもの読書に関する専門的な知識や読み聞か

せ等の豊富な経験をもつ「子ども読書アドバイザー」の研

修会への派遣を行っています。 
≪研修例≫ 読み聞かせの大切さ ・子育てと読み聞かせ  

読み聞かせのポイント・ 

絵本や児童書の選び方  

施 策 

 POINT 

 

子ども読書アドバイザー事業 

こどもと向き合う４つのポイント 

「子どもの未来は家庭から」 

 

問合わせ先  

鳥取県教育委員会 小中学校課 

https://www.pref.tottori.lg.jp/256181.htm 

読書活動の推進 
施 策 

 絵本を親子で

一緒に読むこと

の大切さを伝え

たり、保護者の

希望する本の配

架や保護者向け 

け貸し出しを行ったりするなど、親子

で絵本を楽しむ環境づくりを進めまし

ょう。 

施 策 
人権教育プログラム

（社会教育編） 

いじめ防止等のための研究実践の成

果をまとめた「人権教育プログラム」を

作成してました。いじめ防止について、 

問合わせ先 

鳥取県教育委員会 人権教育課 

https://www.pref.tottori.lg.jp/1710

39.htm 

jinkenkyouiku/ 

家庭教育や子育

ての専門的な知識

をもつ「家庭教育

アドバイザー」を

講師派遣も行って

います。 

ついて保護者が考

える研修会等に、

本プログラムをご

活用ください。フ

ァシリテータの無

料派遣も行ってい

ます。 



 

 

 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ＊「みんいく」とは…「睡眠教育」の略で、「子どもたちの睡眠への意識向上と生活習慣の改善を図り、

心身の健康を増進させる教育のこと」（「睡眠教育のすすめ 睡眠改善で子ども

の生活、学習が向上する」木田哲生 著から引用） 

 

 

 

 

目標③ 親と子の生活習慣づくりの支援 

 家庭でのよりよい子育て環境をめざし、幼稚園・保育所・認定こども園や地域と連

携して、親と子の望ましい生活習慣の確立を支援するよう努めます。 

【県・県教育委員会】 

○生活習慣の重要性の理解推進 

・教員・保育士、保護者等の研修会の開催 

・「心とからだいきいきキャンペーン」の推進 

・みんいく（＊）に関する情報発信・先進的な取組の紹介   

・電子メディア機器の使用に関する情報発信・先進的な取組の紹介 

○とっとりふれあい家庭教育「子どもと向き合う４つのポイント」を中心とした啓発活動  

 

【市町村・設置者】 

○親と子の生活習慣の実態を把握し、生活習慣改善に向けた取組を進めましょう。 

○生活習慣づくりに関する研修会を実施しましょう。 

○生活習慣づくりに関する取組を推進しましょう。 

・啓発活動  ･ 情報発信  ・キャンペーン  など 

 

【幼稚園・認定こども園・保育所等】 

○研修会や情報提供をとおして、親と子の生活習慣づくりを進めましょう。 

 ・食育  ・早寝・早起き・朝ごはん ・みんいく 

・電子メディア機器の使用 など 

○地域や校区の小学校等と連携した生活習慣づくりの取組を進めましょう。 

 

【小学校等】 

○地域や校区の園と連携した生活習慣づくりの取組を進めましょう。 

 

 

基本方針（１）「親と子の育ちの場」の充実 

親と子の育ち研修体制の整備 
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園と家庭、地域が協力し、右の

６つの視点に沿った生活習慣確

立の啓発活動が進められていま

す。 

同時期に強化週間等の啓発活

動を実施するなど、園だけでな

く、地域の小学校や市町村と連携

した実践も行われています。 

近年、子どもたちがメディアに触れる時

間の長時間化、スマートフォンの利用の低

年齢化の傾向が指摘されています。NPO 法

人こども未来ネットワーク(県委託)では、

研修会への「ケータイ･インターネット教育

推進員」の派遣を行っています。 

研修例 ・ネットトラブルの対処法 

・家庭のルールづくり  など 

 

１）しっかり朝食を食べよう     

２）じっくり本を読もう 

３）外で元気に遊ぼう        

４）たっぷり寝よう 

５）長時間テレビを見るのはやめよう 

６）服装を整えよう 

 
メディアコントロールの推進等、啓発

の取組が進んでいます。 
親子でのふれあい遊びを推奨するな

ど、メディアから離れて、親子で触れ合
いの大切さを啓発していきましょう。 
 

・運動遊び  ・絵本の読み聞かせ 
・クッキング ・楽しくおしゃべり 
・トランプなどカードゲーム  など 

「インターネットの利用に関するアンケート」 

（H27鳥取県教育委員会事務局社会教育課 
回答：鳥取県内未就学児の保護者４７８名 

施 策 心とからだいきいきキャンペーン 

睡眠不足が続くと、病気の発生や

リスクを高めたり、いらいらする状

態が続いたりするなど、心身に悪影

響を及ぼします。また、県の各種調

査からも、睡眠と学力、運動能力と

の関係が示されています。 

教育だより「とっとり夢ひろば！（93号）」（H30。７ 鳥取県教育委員会） 

「みんいく」のすすめ 

子どもの頃から正しい睡眠習慣を身

に付けられるよう、睡眠や生活リズム

について、家庭と共に考え、改善して

いく取組を推進していきましょう。 

  POINT 

 

メディアとの付き合い方 

  POINT 

 

問い合わせ先 

NPO法人こども未来ネットワーク 

http://kodomomirai.kirara.st/media 

同調査より、１日のインターネットの利用時間は３０分未満との回答が

約半数と最も多いですが、３割以上の乳幼児が１時間以上利用しているな

ど、生活の中に電子メディア機器の利用が位置付きつつあることが分かり

ます。また、子どもの希望が優先される形でインターネットの利用が広が

っていることが分かります。 

（％） 

（％） 



 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針（２）子育て支援体制の充実  

目標① 関係機関と連携した子育て支援体制の充実 

保護者の多様なニーズに対応するために、関係機関と連携し、地域ぐるみの支援体

制の整備、充実に努めます。 

 

研修の成果を保育実践や園運営等に還元し、保育・幼児教育の質の向上に取り組み

ます。 

 

  

  

【県・県教育委員会】 

○幼稚園・認定こども園・保育所等や地域の連携による子育て支援の推進 

○家庭教育・家庭内保育の支援のための地域人材の育成 

・家庭教育アドバイザー  ・「とっとり子育て親育ちプログラム」ファシリテータ 

・ペアレントトレーニング（＊１）のファシリテータ 等 

○家庭教育・家庭内保育の支援のための情報収集及び提供 

○子育て・家庭教育支援事業の実施 

・「届ける家庭教育支援」（＊３）体制の構築を支援  

・子育て世代包括支援センター（とっとり版ネウボラ）等への支援  

・こども食堂へのサポート体制の構築の支援   

・ペアレントメンター（＊２）を活用した保護者支援の充実 

・家庭教育推進協力企業の取組支援 

○児童虐待防止ネットワークの構築と啓発  

○外国籍の子どもや保護者等への環境や支援体制の整備 

 

【市町村・設置者】 

○関係機関と連携した支援体制を整備しましょう。 

○様々なニーズに応えるための地域子育て支援体制を整備しましょう。 

・子育て世代包括支援センター（とっとり版ネウボラ）の設置    

・「届ける家庭教育支援」の実施 

○家庭教育支援のための地域人材の育成に取り組みましょう。 

○子育て支援施設の設備を充実しましょう。 

○子育て支援に関する情報収集と提供に努めましょう。 

○公民館やこども食堂を活用した子育て支援に取り組みましょう。 

○児童虐待防止ネットワークを構築し、体制の充実強化を図りましょう。 

○保護者のニーズに応じた保育を提供しましょう。 

・預かり保育、一時預かり、延長保育、休日保育、病児・病後児保育 など 

○外国籍の子どもや保護者等が安心して過ごすことができる環境整備や支援を実施しましょう。 

 

【幼稚園・認定こども園・保育所・小学校等】 

○地域関係者による研修会に参加しましょう。 

○幼児の生活・実態等を把握し、保護者に具体的な取組や改善の方法を伝えましょう。 

○保護者のニーズに応じた保育を充実しましょう。 

○地域の人材を活用しましょう。 

○関係機関と連携して、児童虐待の早期発見と対応に努めましょう。 

○外国籍の子どもや保護者等への個別の支援や園から小学校へ切れ目のない支援を実施しましょう。 

（＊１）ペアレントトレーニング…子育てに悩んでいる保護者が、子どもを理解するための考え方や関わり方のヒン
トを学べるプログラム 

（＊２）ペアレントメンター…発達障がいのある子どもを育てている保護者で養成講座を受けた者 
（＊３）届ける家庭教育支援…主に、学びや相談の場に出向くことが難しい保護者に対して、不安や悩みをきいたり、

情報を提供したりする訪問型の家庭教育支援。（保護者が集まる場や企業に出向いて家庭教育に関する講演
を行うなどのアウトリーチ型の支援も含む。） 
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○ 児童虐待を受けたと思われる幼児児童生徒を発見した場合は、速やかに、これを市町村、児童相

談所等に通告しなければならない。 

○ 虐待の事実が必ずしも明らかでなくとも一般の人の目から見れば主観的に児童虐待が疑われる場

合は通告義務が生じる。 

○ 法の趣旨に基づくものであれば、その通告が結果として誤りであったとしても、そのことによっ

て刑事上、民事上の責任を問われることは基本的には想定されない。 

 

 

 

「平成 16年児童福祉法改正法」により、被害児童等に関する情報

交換や支援内容の協議を行う「要保護児童対策地域協議会」の設

置が法的に位置付けられました。 

とっとり家庭教育推進企業 施 策 

問合わせ先 鳥取県教育委員会 小中学校課  

企業・従業員をあげて家庭教育の充実に向けた職場環境づくり

に向け、自主的に取り組む企業（協力企業）と鳥取県教育委員会

が協定を結び、協力しながら鳥取県の家庭教育を推進します。  

≪参 考 資 料≫ 

 「学校及び保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指

針」（Ｈ31.2 内閣府 文部科学省 厚生労働省） 

 啓発資材「子どもを健やかに育てるために～愛の鞭ゼロ作戦～」（Ｈ29.5厚生労働省） 

児童虐待防止法 ≪第６条第１項関係≫ 

関係機関が情報を共有し、被害児童の早期

発見、保護に努めることが求められています。 

  POINT 

 

  
施 策 ペアレントメンター相談事業（委託） 

 

問合せ先 

NPO法人鳥取県自閉症協会内ペアレントメンター事務局 

電話：０８５７－３０－０６７０（平日１０～１４時） 

FAX：０８５７－３０－２７８５ 

Email：p-ment@kind.ocn.ne.jp 

【主な活動】 

①個別相談（電話・面談）  

②発達障がいに関する情報提供 

③サポートブック作りのお手伝い 

 （必要な支援を分かりやすく伝えるためのツールです） 

④学校や地域の人権研修の講師（キャラバン公演） 

（障がいについて・疑似体験・関わり方等をお伝えします） 

ペアレントメンターが、子どもへの関わり方などの相談をは

じめ、様々な活動を通して、子育てのお手伝いをしています。 

キャラバン公演の一場面 

鳥取県における、平成29年度の被虐

待児の幼児の占める割合も約33％と、

高い傾向にあります。 

 。 

 

  POINT 

 

令和元年６月、親による体罰禁止等が盛り込まれた改正児童虐待防止法と改正児童福祉

法が成立しました。子育てに悩む親への支援を充実させるとともに、体罰によらない子育

てが進められるよう、子育てに関わる一人一人が意識や行動を高めていくことが重要です。 

「児童相談所業務概要」 

（H30 鳥取県福祉相談センタ

ー）  

 

児童虐待への早期対応と連携 

 

発
達
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が
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目標② 家庭や地域における子育て支援体制の充実 

未就園児のいる家庭や地域における子育てをよりよいものにするために、関係機関と

連携して子育て支援体制の充実に努めます。 

 

【県・県教育委員会】 

○幼稚園・認定こども園・保育所等や家庭・地域の連携による子育て支援の推進 

○子育て支援事業の実施 

 ・「子育て世代包括支援センター（とっとり版ネウボラ）」の活動支援 

・地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター）への支援 

○家庭教育・家庭内保育支援のための地域人材の育成 

○家庭教育・家庭内保育のための学習機会や情報の提供 

 

【市町村・設置者】 

○未就園の子どものいる家庭を支援しましょう。 

・就園や子育てに関する情報提供 

・子育て相談の実施 

○子育て支援センターの施設を整備し、運営施策の充実を図りましょう。 

・子育て支援ネットワークづくり 

・コーディネーター的役割をもつ人員の配置 

○様々なニーズに応えるための地域子育て支援体制を整備しましょう。 

・子育て世代包括支援センター（とっとり版ネウボラ）の設置    

・「届ける家庭教育支援」の実施 

家庭教育支援のための地域人材の育成・活用に取り組みましょう。 

・子育て経験者や子育てに関心のある方等の人材育成・活用 

○保健師や民生児童委員などと連携協力しましょう。 

○子育てサークル等の活動を支援しましょう。 

○子育て文化を継承する場や機会を充実しましょう。 

 

【幼稚園・認定こども園・保育所等】 

○子育て支援センターと協力・連携し、未就園の子どものいる家庭を支援しましょう。 

○心理や保健の専門家、地域の子育て経験者や子育てに関心のある方等の地域の人と協力しましょう。 

・カウンセラー、保健師  

・公民館、老人会、子育てサークル、放課後児童クラブなど 

○保護者との信頼関係を築き、保護者の自己決定を尊重した対応をしましょう。 

基本方針（２）子育て支援体制の充実  
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施 策 

    

ファミリー・サポート・ 

センター 

 

≪援助内容≫ 
・保育施設の開始前や終了後の預かり 

・保育施設までの送迎 

・学童保育終了後や学校の放課後の預かり 

・冠婚葬祭や他の子どもの行事の際の預かり 

・買い物等外出の際の預かり     等 
 

問合わせ先：各市町村子育て相談窓口・各センター 

 

各市町村に置かれている妊娠期から子育て期にわ

たり、総合的相談支援と各種の支援サービスへつなぐ

ワンストップ拠点です。地域のつながりの希薄化、孤立

化の解消、妊娠、出産、子育てに関する問題の早期発

見、早期支援、虐待の未然防止等を図ります。 

 

会員相互で子育てを助け合う組織です。規定の利

用料でサービスの利用が受けられます。鳥取県では

17市町村（Ｈ29現在）で運営されています。  

勤務形態の多様化等により、子どもの預かりサービスへの需要が高まっていま

す。また、子育て中の親子が気軽に集ったり情報交換や相談したりできる場所の

利用も増えています。 

「鳥取県における少子化対策等に関するアンケート」 (H30 子育て王国課 ) 

 

各市町村による子育て

応援情報や支援の内

容、窓口等が掲載され

ています。 

問合わせ先：各市町村子育て相談窓口 

施 策 子育て世代包括支援センター（とっとり版ネウボラ） 

 

≪子育て世代包括支援センターの主な業務≫ 

① 妊産婦・乳幼児等の実情を把握すること 

② 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応

じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行う

こと 

③ 支援プランを策定すること 

④ 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を

行うこと 

 

子育て中の親子が 

気軽に集って交流し 

たり、子育ての悩み 

や不安を相談したり 

できる場所です。 

 

≪基本事業≫ 

・ 子育て親子の交流の場の提供と交流促進（遊びの広

場・園児との交流・ママサークル支援等）子育て等

に関する相談・援助（子育て相談会等） 

・ 地域の子育て関連情報の提供（パンフレット配布等） 

・ 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（子育

て講座・手づくり玩具作成等） 

 

 

 

 

 

            

 

地域子育て支援センター 

(地域子育て支援事業) 
施 策 

問合わせ先：各市町村子育て相談窓口・各センター 

県・市町村等が行っている子育て支援の周知とともに、地域の子育て経験者や専門家等

と連携などを通して、未就園児のいる家庭の支援を進めましょう。 

 POINT 
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「地域の子育て支援サービス」の利用

（％） 



 

 

 

 

 

 

【推進のための具体的な取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針（３）地域における園のセンター的機能の整備  

目標① 幼稚園・認定こども園・保育所等におけるセンター的機能の充実 

幼稚園・認定こども園・保育所等が、地域の子育て支援センター的役割を果たせる

よう、地域の子育て支援の担い手となる人材の育成や活用に努めます。  

  

【県・県教育委員会】 

○幼稚園・認定こども園・保育所等や地域子育て支援センターにおける子育て支援の充実 

○福祉・教育・医療・保健などが連携した支援体制の整備 

○子育て支援のための人材の育成 

○子育て支援に関する研修会の実施 

○子育てや支援体制に関する情報の提供 

 

【市町村・設置者】 

○子育て支援ネットワークづくりとコーディネーター的役割を持つ人員の配置を推進しましょう。 

○園が地域の支援センター的機能を果たせるよう施設を整備し、運営施策の充実を図りましょう。 

○子育てや支援体制に関する情報を提供しましょう。 

○高齢者や子育て経験者等の人材活用に努めましょう。 

○福祉機関との連携推進に努めましょう。 

・カウンセラーや保健師、民生児童委員との連携 

〇次世代育成の視点から、小・中・高等学校とのふれあい交流や保育体験を進めましょう。 

 

【幼稚園・認定こども園・保育所等】 

○未就園の子どものいる家庭を支援しましょう。 

・子育て相談の実施  

・育児講座（食育・離乳食・親子遊び・みんいくなど） 

・園の施設開放、施設活用 

・親子登園  

・保護者同士の交流の場の提供 

○子育ての支援者として力を高める研修へ参加しましょう。 

○心理や保健の専門家、地域の子育て経験者や高齢者等の地域の人と協力しましょう。 

〇小・中・高等学校とのふれあい交流や保育体験に協力しましょう。 
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子育て支援は在園児の関係者に限らず、広く地域

の人々を対象にとして行うことが大切です。また、

心理や保健の専門家、地域の子育て経験者等との連

携・協働しながら取り組むことが必要です。 

 

園に求められる 子育ての支援の役割 

○ 地域の子どもの成長・発達を促進する場 

○ 遊びを伝え、広げる場 

○ 保護者が子育ての喜びを共感する場 

○ 子育て本来の在り方を啓発する場 

○ 子育ての悩みや経験を交流する場 

○ 地域の子育てネットワークづくりをする場 
「初等教育資料」（Ｈ３１．1月号 文部科学省） 

 POINT 

 

各園においては、地域の実態や保護者の要請に応じたり、他園の取組や先行事例等

を参考にしたりしながら、地域の子育て支援のセンターとして、子育て支援を創意工

夫していきましょう。 

  POINT 

 

乳幼児の家庭や地域での生活がよりよい方向となるように、園には、地域における幼児期の教育のセン

ターとしてその施設や機能を開放し、積極的に子育て支援をしていく役割があります。 

各園において、子育ての相談にのったり、保護者と共に活動を企画したりするなど、親子の憩いの場を

提供する工夫がなされています。 

園におけるセンター的機能とは 

「鳥取県幼児教育調査」 (H28) 

 


